
  

 

「消防団の取扱い」について 

 

 小坂井町消防団については、合併時までに分団数を４分団としたう

えで、豊川市消防団に統合する。なお、合併後の新市においても、組

織体制のあり方等について、引き続き検討するものとする。 


